
徳
島
県
告
示
第
九
十
九
号

徳
島
県
立
美
馬
野
外
交
流
の
郷
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
年
徳
島
県
条
例
第
二
号
）

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
徳
島
県
立
美
馬
野
外
交
流
の
郷
の
利
用
料
金
の
額
を
次
の
と
お
り
承

認
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

施
設
等
の
利
用
料
金
の
額

そ
の
一

コ
テ
ー
ジ
、
区
画
サ
イ
ト
、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
サ
イ
ト
、
広
場
サ
イ
ト
及
び
バ
ー
ベ
キ
ュ

ー
テ
ー
ブ
ル

区

分

単

位

利

用

料

金

の

額

コ
テ
ー
ジ

一
棟

一
日

一
二
、
五
六
〇
円
に
、
利
用
者
（

学
齢
に
達
し
な
い
者
を
除
く
。
以

下
こ
の
表
及
び
備
考
第
四
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
一
人
に
つ
き
八
三

〇
円
（
小
学
校
の
児
童
及
び
中
学

校
の
生
徒
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず

る
者
（
以
下
こ
の
表
及
び
備
考
第

四
項
に
お
い
て
「
児
童
等
」
と
い

う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
四
一
〇
円

）
を
加
算
し
た
額

区
画
サ
イ
ト

一
区
画

一
日

三
、
六
五
〇
円
に
、
利
用
者
一
人

に
つ
き
八
三
〇
円
（
児
童
等
に
あ

っ
て
は
、
四
一
〇
円
）
を
加
算
し

た
額

キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
サ
イ
ト

一
区
画

一
日

六
、
二
八
〇
円
に
、
利
用
者
一
人

に
つ
き
八
三
〇
円
（
児
童
等
に
あ

っ
て
は
、
四
一
〇
円
）
を
加
算
し

た
額

広
場
サ
イ
ト

一
区
画

一
日

一
、
〇
三
〇
円
に
、
利
用
者
一
人

に
つ
き
八
三
〇
円
（
児
童
等
に
あ

っ
て
は
、
四
一
〇
円
）
を
加
算
し

た
額

バ
ー
ベ
キ
ュ

コ
テ
ー
ジ
、
区
画
サ
イ
ト

一
台

四
時
間

七
八
〇
円
に
、
利
用
者
一
人
に
つ

ー
テ
ー
ブ
ル

、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
サ

き
四
一
〇
円
（
児
童
等
に
あ
っ
て



イ
ト
及
び
広
場
サ
イ
ト
を

は
、
二
〇
〇
円
）
を
加
算
し
た
額

利
用
し
な
い
場
合

コ
テ
ー
ジ
、
区
画
サ
イ
ト

一
台

四
時
間

七
八
〇
円

、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
サ

イ
ト
又
は
広
場
サ
イ
ト
を

利
用
す
る
場
合

備
考１

「
一
日
」
と
は
、
正
午
か
ら
翌
日
の
正
午
ま
で
を
い
う
。

２

利
用
期
間
又
は
利
用
時
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
利
用
期
間
等
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
表

に
定
め
る
単
位
に
満
た
な
い
場
合
の
当
該
満
た
な
い
利
用
期
間
等
及
び
利
用
期
間
等
に
同
表
に
定

め
る
単
位
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
場
合
の
当
該
端
数
の
利
用
期
間
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に

定
め
る
単
位
の
利
用
期
間
等
と
し
て
計
算
す
る
。

３

キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
サ
イ
ト
の
一
区
画
の
二
分
の
一
を
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
キ
ャ
ン
ピ
ン

グ
カ
ー
サ
イ
ト
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
に
定
め
る
キ
ャ
ン

ピ
ン
グ
カ
ー
サ
イ
ト
の
利
用
料
金
の
額
か
ら
三
千
百
三
十
円
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

４

広
場
サ
イ
ト
を
午
前
十
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
の
間
に
限
り
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る
広
場
サ

イ
ト
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
区
画
に
つ
き
、
五
百
十
円
に
、

利
用
者
一
人
に
つ
き
四
百
十
円
（
児
童
等
に
あ
っ
て
は
、
二
百
円
）
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

そ
の
二

交
流
体
験
室
、
会
議
室
及
び
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室

区

分

単

位

利

用

料

金

の

額

交
流
体
験
室

一
時
間

一
、
〇
三
〇
円

会
議
室

一
時
間

五
一
〇
円

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室

一
時
間

五
一
〇
円

備
考１

利
用
時
間
が
一
時
間
に
満
た
な
い
場
合
の
当
該
満
た
な
い
利
用
時
間
及
び
利
用
時
間
に
一
時
間

に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
場
合
の
当
該
端
数
の
利
用
時
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
時
間
と
し
て
計
算

す
る
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
交
流
体
験
室
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
を
同
表
に
定
め
る
交
流
体
験
室
の
利
用
料
金
の
額
に
乗
じ

て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て
得
た
額

）
と
す
る
。

一

交
流
体
験
室
の
床
面
積
の
四
分
の
三
を
利
用
す
る
場
合

百
分
の
七
十
五

二

交
流
体
験
室
の
床
面
積
の
二
分
の
一
を
利
用
す
る
場
合

百
分
の
五
十



三

交
流
体
験
室
の
床
面
積
の
四
分
の
一
を
利
用
す
る
場
合

百
分
の
二
十
五

３

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室
の
床
面
積
の
二
分
の
一
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
に
定
め
る
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室
の
利
用
料
金
の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗

じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
端
数
を
切
り
捨
て
て
得
た

額
）
と
す
る
。

４

合
宿
の
た
め
コ
テ
ー
ジ
、
区
画
サ
イ
ト
、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
サ
イ
ト
又
は
広
場
サ
イ
ト
と
と

も
に
会
議
室
又
は
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室
を
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
午
後
九
時
か
ら
翌
日
の
午

前
九
時
ま
で
の
間
の
利
用
に
係
る
会
議
室
及
び
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
室
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表

及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
千
三
十
円
と
す
る
。

そ
の
三

浴
室

区

分

単

位

利

用

料

金

の

額

浴
室

小
学
校
の
児
童
及
び
中
学

一
人

一
回

一
五
〇
円

校
の
生
徒
並
び
に
こ
れ
ら

に
準
ず
る
者

そ
の
他
の
者
（
学
齢
に
達

一
人

一
回

三
一
〇
円

し
な
い
者
を
除
く
。
）

そ
の
四

洗
濯
機
、
衣
類
乾
燥
機
及
び
温
水
シ
ャ
ワ
ー

区

分

単

位

利

用

料

金

の

額

洗
濯
機

一
台

一
回

二
〇
〇
円

衣
類
乾
燥
機

一
台

一
回

一
〇
〇
円

温
水
シ
ャ
ワ
ー

一
基

五
分

一
〇
〇
円

二

用
具
の
利
用
料
金
の
額

区

分

単

位

利

用

料

金

の

額

テ
ン
ト

一
張
り

一
日

一
、
五
六
〇
円

タ
ー
プ

一
張
り

一
日

五
一
〇
円

キ
ャ
ン
プ
テ
ー
ブ
ル

一
台

一
日

五
一
〇
円



キ
ャ
ン
プ
チ
ェ
ア

一
脚

一
日

二
〇
〇
円

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
コ
ン
ロ

一
台

一
日

四
一
〇
円

ガ
ス
式
コ
ン
ロ

一
台

一
日

四
一
〇
円

キ
ャ
ン
プ
ラ
イ
ト

一
個

一
日

一
〇
〇
円

炊
事
用
具

一
組

一
日

六
二
〇
円

毛
布

一
枚

一
日

二
〇
〇
円

電
気
延
長
コ
ー
ド

一
個

一
日

一
〇
〇
円

マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク

一
台

一
日

七
二
〇
円

交
流
体
験
室
の
映
像
機
器

一
式

一
時
間

五
一
〇
円

拡
声
機
（
ワ
イ
ヤ
レ
ス
マ
イ
ク
二
本
付
き
）

一
台

一
時
間

五
一
〇
円

ハ
ン
ド
マ
イ
ク

一
個

一
時
間

一
〇
〇
円

天
体
望
遠
鏡

一
台

一
時
間

八
三
〇
円

ス
ポ
ッ
テ
ィ
ン
グ
ス
コ
ー
プ

一
台

一
時
間

三
一
〇
円

双
眼
鏡

一
個

一
時
間

一
〇
〇
円

そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
用
具

一
台
等

一
日
又
は

指
定
管
理
者
が
別
に
定
め
る
額

一
時
間

備
考１

「
一
日
」
と
は
、
正
午
か
ら
翌
日
の
正
午
ま
で
を
い
う
。

２

利
用
期
間
又
は
利
用
時
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
利
用
期
間
等
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
表

又
は
次
項
に
定
め
る
単
位
に
満
た
な
い
場
合
の
当
該
満
た
な
い
利
用
期
間
等
及
び
利
用
期
間
等
に

同
表
又
は
同
項
に
定
め
る
単
位
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
た
場
合
の
当
該
端
数
の
利
用
期
間
等
は

、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
又
は
同
項
に
定
め
る
単
位
の
利
用
期
間
等
と
し
て
計
算
す
る
。

３

マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク
を
午
前
八
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
の
間
に
限
り
利
用
す
る
場
合
に
お
け
る

マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
台
一
時
間
に
つ

き
、
百
円
と
す
る
。



三

適
用
開
始
年
月
日

令
和
五
年
四
月
一
日


